
 

 

 

議案第  号 公の施設の指定管理者の指定について（和泉市産業振興プラザ） 

 

１．指定管理者の選定 

（１）選定の方法等 

公募・非公募の別 応募団体数 選定委員会の開催 

非公募 - - 

 

（２）指定する団体の主な提案内容（３つまで） 

  ・中小企業の新事業展開やものづくり企業の試作工房、賃貸工場及び事務所として提供し、市内を

はじめ南大阪地域の産業・科学技術の振興を図る。 

  ・入居企業が事業拡大や入居期間満了となって退去し、和泉市内に工場移転や起業する場合は、地

域のネットワークを生かした支援を行う。 

 

（３）選定の理由 

   様々な企業ニーズに対し、地域の研究所等と連携しながら、適切な情報提供及び支援を行うため

には、地域の商工業振興に関するノウハウとネットワークを持ち合わせている申請団体のほかに

ない。 

   また、開設以降、適正かつ効果的に管理運営している。以上のことから選定に至った。 

 

２ 施設管理・運営の内容 

（１）休館日・開館時間   

①休館日：日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号に規定する休日

及び年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで） 

開館時間：午前９時から午後５時まで 

  （上記の休館日・開館時間は、試作開発室・共同利便施設には適用しない。） 

 

（２）本事業を向上させる計画 

支援機関、周辺会議所等との連携により市内外の企業の総合力の向上を目的に、ものづくり技術、

改善、品質管理及び情報発信等のセミナーや交流会の開催により企業同士の出会いの場を提供し、

連携を創出する。 

 

（３）利用料金の考え方 

   現行料金を維持する。 

 

（４）経費節減に関する考え方 

公の施設という性質から効率的な予算執行と最大限の管理経費の削減に努める。 
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３ 収支計画                             (単位：千円) 

  令和５年度 令和６年度 令和７年度 

南 

館 

利用料金収入 41,515 41,515 41,515 

電気使用料等収入 2,691 2,691 2,691 

収入(a) 44,206 44,206 44,206 

管理運営費支出 24,487 24,487 24,487 

市納付額 19,719 19,719 19,719 

支出(b) 44,206 44,206 44,206 

収支 (a)－(b) 0 0 0 

※管理運営に要する費用は、施設運営による収入をもって充てることとするため、

指定管理料は発生しない。 

 

４ 指定する団体の主な管理実績（３つまで） 

施設名 業務名 期間 

和泉市産業振興プラザ 指定管理業務 平成２５年度～令和４年度まで 

 


